
 

 

 

ＰＣＢ廃棄物を保管又はＰＣＢ含有製品を使用している事業者の皆さんへ 

 

 

１ ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物とは 

トランス、コンデンサ、安定器（一般家庭用の蛍光灯には使用されていません。）、感圧複写紙（ノー

カーボン紙）、ウエス、油、汚泥などのうち、ＰＣＢを含むもの、又は付着しているもの、あるいはＰＣ

Ｂそのものをいいます。 

平成５年までに製造された機器には、ＰＣＢが含まれている可能性があります。（機器にＰＣＢが含ま

れているかどうかは、製造者へお問い合わせください。） 

 

２ ＰＣＢ廃棄物の処分 

ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者は、平成３９年３月３１日までにＰＣＢ廃棄物を自ら処分するか、

若しくは処分を他人に委託しなければなりません。 

なお、国では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（以下「ＰＣＢ特

措法」という。）により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画（以下「ＰＣＢ処理計画」という。）

を定め、次のとおりＰＣＢ廃棄物の処理期限を設定しておりますので、必ず処理していただきますよう

お願いします。 

※高濃度ＰＣＢ廃棄物（トランス・コンデンサ）については、処分期間が終了しました。 

 

 処分期間 計画的処理完了期限 

高濃度ＰＣＢ廃棄物(ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻ) 平成３０年３月３１日 平成３１年３月３１日 

高濃度ＰＣＢ廃棄物(安定器・汚染物) 平成３３年３月３１日 平成３４年３月３１日 

低濃度ＰＣＢ廃棄物 平成３９年３月３１日  

 

３ 保管、処分及び使用の状況等の届出  

ＰＣＢ特別措置法により、ＰＣＢ廃棄物を保管又は使用している事業者は、前年度の保管状況等につ

いて、毎年度６月３０日までに事業所を管轄する保健所へ届出をしていただく必要があります。 

 

４ 保管事業場の変更届 

事業者は、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更があった日から１０日以

内に、届出書を当該変更の直前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場について、

所在地を管轄する都道府県知事に提出してください。 

但し、高濃度ＰＣＢ廃棄物に関しては、高濃度ＰＣＢ廃棄物の種類に応じて決められた同一区域以外

への保管場所変更については、事前に環境大臣の確認を受ける必要があります。 

 

５ 承継の届出  

事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併によ

り設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を継承するものと

されています。地位を継承した者は、その継承があった日から３０日以内に、事業所を管轄する保健所

へ届出をてください。 

 

 



 

 

６ 譲り渡し及び譲り受けの制限について 

原則として、何人も、環境省令で定める場合のほか、ＰＣＢ廃棄物を譲り渡し又は譲り受けてはなら

ないこととされています。 

 

７ 罰則について 

違反の内容 罰則の内容 

・改善命令に対し改善措置を行わなかった者 

・ＰＣＢ廃棄物を譲り渡し又は譲り受けた者 

３年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金（法第24条） 

・保管等の届出を行わなかった者 

・高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管場所を届出無し

に変更した者 

６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金（法第25条） 

・承継の届出を行わなかった者 

・報告の徴収に対し虚偽の報告等を行った者 

・立入検査に対し妨害等を行った者 

３０万円以下の罰金（法第26条） 

 


